
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★研修会情報★  経営改善支援事業主催 

         未定 （新会計基準の理解とおさらい） 

         平成２７年１０月２３日（金） １４時～１６時 

         川崎市総合福祉センター ６階研修室Ａ・Ｂ 

         株式会社福祉総研 松本和也氏（当事業の経営相談担当） 

               事務・経理担当者  

 

  ※詳細が決定次第、事務局より各法人様宛にご案内いたします 

 

   

 

  地域包括ケアシステムの構築が進められる中、介護 

人材不足は平成３７年には約３０万人といわれていま 

す。 平成２７年２月２５日に開催された社会保障審 

議会(福祉部会福祉人材確保専門委員会)第五回の委員 

会において、今まで協議された内容についてまとめら 

れた「２０２５年に向けた介護人材の確保について」 

の報告がされました。くわしくは 
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川崎市内で運営している社会福祉法人

が健全な運営を図り、利用者が安心して継

続的なサービスを受けられる環境を確保す

るための事業です。 

社会福祉事業者が抱える「悩み相談」か

ら経営の健全化を目指す法人をサポートい

たします。 

※相談内容、利用した法人名等の守秘義

務が課せられており、情報は事業に係る職

員のみで取扱いを行っております。 

「ｋｓｋ」とは川崎市社会福祉協議会社会福祉法人経営改善支援事業
の略称です【Kawasakisishakyo Shakaifukushihoujin Keieikaizensienjigyo】 
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経営相談 無料 社会福祉事業者の経営知識・法人運営
に関する相談を受け付けております。 
 

【相談方法】 

①悩みがあったら連絡ください（メール・電話・FAX ご都合のよい方法で）。 

②市社協で相談受付後、後日コンサルタントによる回答をメール（FAX）で

ご返信いたします（相談内容によっては対応が難しい場合もございます）｡ 

③面談・訪問相談も可能です。（日時は要相談） 

 ●電話：月曜日～金曜日 9 時～16 時 

●メール・FAX：随時受付 

●上記電話番号・FAX 又は E-mail にて 

ご連絡ください。 

経営改善支援事業とは？ 

●テーマ： 

●日 時： 

●場 所： 

●講 師： 

●対 象：       

 おしらせ１ 

★年金について★   

平成27年度の算定基

礎届の提出期限は７

月１０日までです。 

 

こちらをクリック↓ 

事業主の方｜日本年

金機構 

 お知らせ２ 

今年の夏は、気温が平年並みか

平年より高くなることが見込ま

れています。熱中症よる労働災

害が多く発生することが懸念さ

れます。社会福祉施設等におい

ては以下のＨＰなどを活用し、

熱中症を正しく理解し、予防に

努めましょう。 

 

熱中症関連情報 ｜厚生労働

省 

環境省熱中予防情報サイト 

mailto:keieisoudan@csw-kawasaki.or.jp
http://www.csw-kawasaki.or.jp/
mailto:keieisoudan@csw-kawasaki.or.jp
http://www.nenkin.go.jp/n/www/individual/index.jsp?page=3
http://www.nenkin.go.jp/n/www/individual/index.jsp?page=3
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
http://www.wbgt.env.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075800_1.pdf
http://www.csw-kawasaki.or.jp/core_sys/images/others/pdf/keieikaizenjigyou_annai20140729.pdf


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あるある相談コーナー 【第 5回目】 

～社会福祉法人の内部留保と情報公開～ 

 

みなさん、こんにちは。昨年度から連載しているこのコーナー。平成２７年度の１回目となる第５回 

では、今話題の「社会福祉法人制度改革」の契機の一つとなった「内部留保」について、述べてみようと

思います。 

 

平成２３年７月、日経新聞に掲載された「黒字ため込む社会福祉法人」の文字に、激震が走りました。 

当時この記事は社福関係者の注目を集めましたので、ご存知の方も多いと思います。これを書いた松山 

幸弘氏（一財・キヤノングローバル戦略研究所）の主な主張は、社会福祉法人の内部留保をかき集め、 

その年の３月に発生した東日本大震災の復興に充てよ、というものでした。この問題提起を契機として 

様々な議論が行われ、今般の「社会福祉法人制度改革」につながっています。 

ここではこの議論の是非について述べるつもりはなく、これらの議論の的である「内部留保」という 

ものについて、考えてみようと思います。 

 

内部留保。日本語としての語彙を簡単に言うと“法人の内部に留保された（残った）お金”という意 

味です。しかし個人で考えてみても、“残っているお金”の定義はなかなか難しいものです。たとえば預 

金口座に記載されている残高は確かに“残っているお金”と言えますが、明日払わなければならない請 

求書があればその分は横によけておかなければなりません。またどこからどこまでを“残っているお金” 

と考えるかは、人によって違います。「貯金が３００万円で賃貸アパートに住んでいる人」と「貯金は 

１００万円だけれども自己資金で立てた一軒家に住んでいる人」ではどちらが望ましいかは、人それ 

ぞれの価値観によって異なります。貯金は１００万円でも一軒家を売れば１，０００万円の価値があ 

るとすれば、いざとなれば“残っているお金”は１，１００万円だと考えることもできますね。 

 

このように人によって、また価値観によって定義が異なるようなものはそのまま比較することはで 

きません。そこで、一定の定義が必要になります。 

 

社会福祉法人の財産の状況を表す代表的なものは、貸借対照表です。貸借対照表は次のページの図の 

ように、流動資産、固定資産、流動負債、固定負債、純資産の５つの部分から構成されています。そし 

て総資産と総負債の差額が純資産で、この純資産はいわば「資産をすべて現金に換えて、負債をすべて 

返済したときに残る額」を意味します。ですから一般に企業等では、純資産が企業活動の結果留保され 

たもの、つまり内部留保と呼ばれるものの定義の一つと考えられています。 

 

社会福祉法人においてもこの考え方自体は同じです。 

 しかし社会福祉法人の純資産には、一般企業にはないものが含まれています。寄附金と補助金（基本 

金と国庫補助金等特別積立金）です。 
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→３ページ目に続く 



 

 

一般に純資産は企業自らが稼ぎ出した 

ものですが、社会福祉法人の場合は社会 

から寄せられた好意である寄附金や、国 

庫や自治体から拠出された補助金があり、 

これらも純資産の一部を構成しているため、 

この意味での純粋な内部留保額は、その他 

の積立金と次期繰越活動増減差額の合計額 

と言えます。（厳密にはこれに第４号基本 

金の額を加算します。） 

 

 

松山氏の記事を受けて同年１２月に厚労省 

が発表した特養１施設あたりの「内部留保額 

３億１千万円」というデータは、まさに 

この純資産を構成する部分を指す額です。 

 

 

 

≪2011 年 12 月の厚労省公表の平均貸借対照表（1,087 施設の特養の平均値）の要約≫ 

                   2011 年３月 31 日現在        単位：千円 

資産の部 負債の部 

流動資産 223,182 流動負債 41,598 
現金預金、未収金等 223,182 引当金以外 

賞与引当金 
その他引当金 

38,825 
2,597 

176 
固定負債 184,841 
引当金以外 
退職給与引当金 
その他引当金 

172,414 
9,616 
2,811 

固定資産 804,128 負債の部合計 226,439 
基本財産 
その他の固定資産 

655,216 
148,912 

純資産の部 
基本金 
国庫補助金等特別積立金 
その他の積立金 
次期繰越活動収支差額 

（うち当期活動収支差額） 

173,575 
319,474 
65,806 

242,015 
(20,948) 

純資産の部合計 800,870 
資産の部合計 1,027,309 負債及び純資産の部合計 1,027,309 

※旧会計基準による表記になっています。 

 

一方で、社会福祉法人における純資産からの算出額は、当該法人における資金の残高ではないと 

いう議論も、当然のように存在します。企業等においては、資金繰りに困ったときには保有してい 

る固定資産を売却したり、固定資産を担保に金融機関から借り入れることができます。経営に行き 

づまった企業が工場や社屋を売却するという話はよく聞かれます。 

 

 

→４ページ目に続く 

純資産 

基本金 

国庫補助金等特別積立金 

その他の積立金 

次期繰越活動増減差額 
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Ｂ／Ｓ 

 流動資産 流動負債 

固定資産 

純資産 

固定負債 



 

しかし社会福祉法人の固定資産の多くを占める土地や建物などのいわゆる基本財産は、売却、担保 

提供のいずれに際しても所轄庁の承認を必要とし、一般にそのようなことは認められません。 

社会福祉事業を経営することを目的として設立される社会福祉法人が基本財産を失ってしまっては、 

社会福祉事業の継続が困難になるからです。つまり、資産のうちの基本財産は、“ほぼ現金化される可 

能性のない資産”と言えるわけです。 

このような理由から、社会福祉法人における内部留保の定義を純資産から捉えるのではなく、保有 

資金の面から捉えようとする意見もあります。このような考え方に基づいた、平成２５年５月２１日 

に厚労省が公表した資料に示された「実在内部留保」によれば、その額は約１億５，５００万円とな 

り、純資産に基づいた内部留保の定義による額のほぼ半分という結果となりました。 

 

このように、社会福祉法人の内部留保に関する議論は、いろいろな意見やデータが示されています 

が、このような議論を進めるときに大切なことは、社会福祉法人の設立の経緯や法令上の定めなど、 

その特殊性を理解することです。そしてそういった特殊性に関する深い理解を求めるためには、社会 

福祉法人の情報公開はもっとも大切なツールであるはずです。情報を公開しないで“理解してください” 

と訴えてもそれは土台無理な話で、すべての研究者や国民が社会福祉法人に対する一定の理解を得た 

上で議論を進めていかなければ、誤った理解を根拠に議論が進んでしまっては、社会福祉法人、ひい 

ては福祉サービスの利用者の不利益につながることは自明の理です。 

 

「情報公開」を“面倒なもの”と捉えるのではなく、 “社会福祉法人を正しく理解してもらうための 

      ツール”と考え、社会福祉法人側から主体的且つ積極的に推進していくことこそ、社会福祉法人を守る 

ことにつながるのではないでしょうか。皆さんの法人・施設が理想とする福祉サービスを継続して提 

供していくことができる土壌を確立するために、正しい情報を正しく公開し、正しい理解の一助とす 

ることこそ、社会福祉法人にとって不可欠なことと思いますが、皆さんはいかがお考えですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

松本 和也氏 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 福祉部 施設・団体事業推進課内 経営改善支援事業 担当 

TEL：(739)8722  FAX：(739)8737  メールアドレス：keieisoudan@csw -kawasaki.or.jp  

「ｋｓｋ－ｉｎｆｏ」は川崎市社会福祉協議会社会福祉法人経営改善支援事業が 4 半期に１度発行してい

る情報誌です。配信希望の川崎市社会福祉協議会会員の法人・施設にメールまたは、ＦＡＸにて社会福祉事

業の経営に関する情報や豆知識等をお届けしております。法人・施設内で情報を共有してご活用ください。 

また、情報誌や事業に関してご意見やご感想がございましたら下記連絡先までご連絡ください。 

松本氏は当事業の相談を担当している専門家。 

全国各地での研修会開催、書籍の出版などの活動も行って

いる。株式会社福祉総研所属。 
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これまでの・・・ 

あるある相談コーナーでは 

第１回 リース会計について 

第２回 旧会計基準「支払資金」 

第３回 新会計基準「支払資金」 

第４回  新会計基準「給食用材料」 

についてお届けしてきました。 
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